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夏季休暇の取得日数等の見直しについて（提起） 

 

 

 

 夏季休暇の取得日数等について、国や他団体の状況等を踏まえ、下記のとお

り変更する。 

 

記 

 

 

１ 夏季休暇の取得日数を５日以内に変更する。 

 

２ 夏季休暇の取得期間を７月１日から９月３０日までに変更する。 

 

３ 実施時期は、令和３年７月１日からとする。 


